
気象等の「注意報」・「警報」・「特別警報」発令時の対応マニュアル 

「注意報」・「警報」・「特別警報」は、自宅、学校及び通学路にあたる地域に発令された場合に適応する。 

 

１「注意報」・「警報」発令時 

 

情報 

(気象庁) 
授業 登校前発令 登校後発令 

注 

意 

報 

強風 平 

常 

授 

業 

①今後の気象情報や地域の実情を家族と相談し、安全であ

ることを確認した上で登校する。 

 

②安全に登校することが心配される場合は、学校に連絡し

た上で自宅待機し、安全が確認できた時点で登校する。 

①気象情報や地域の実情

に応じて、下校すること

もある。 大雨 

洪水 

警 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報 

大雨 平 

常 

授 

業 

①今後の気象情報や地域の実情等を家族と相談し、安全で

あることを確認した上で登校する。 

 

②安全に登校することが心配される場合は、学校に連絡し

た上で自宅待機し、安全が確認できた時点で登校する。 

①気象情報や地域の実情

に応じて下校すること

もある。 

洪水 

暴 
 

 
 

 
 

風 

授 
 

業 
 

休 
 

講 

【原則】 

①暴風警報発令時は、自宅で待機する。 

 

②暴風警報が発令されていない場合、又は暴風警報が解除

された場合は登校する。 

 

③登校する場合は気象情報や地域の実情等を家族と相談

し、安全であることを確認した上で登校する。安全に登

校することが心配される場合は、学校に連絡した上で自

宅待機し、安全が確認できた時点で登校する。 

 

【判断時間】 

①午前６時に暴風警報が発令されている場合は、１・２、

３・４時限を休講とする。５・６時限以降の授業につい

ては、午前１０時の時点で判断する。 

 

②午前１０時に暴風警報が発令されている場合は、５・６、

７・８時限を休講とする。９・１０時限以降の授業につ

いては、１４時の時点で判断する。 

 

③１４時に暴風警報が発令されている場合は、終日休講と

する。 

 

※暴風警報発令・解除の情報はテレビ・インターネット・

１７７番等で確認する。 

①安全を確認した後に下

校する。 

＜確認事項＞ 

・交通、道路情報の確認 

・保護者迎えの有無 

・集団下校者の確認 

・自転車通学生の安全 

・下校途中で帰宅不能と

なった場合の対処方法 

 

②安全に下校することが

困難な生徒については、

保護者と連携をとり、適

切な対処をする。 

 

 

 

 



２ 「特別警報」発令時 

 

情報 

(気象庁) 
授業 【「特別警報」について】 

特別警報が発表されたら、ただちに命を守る行動をとる。 

「特別警報」は、これまでの「警報」の発表基準をはるかにこえる、数十年に一

度の大災害が起こると予想される場合に発表される。 

 周囲の状況や市町村から発表される避難指示などの情報を確認し、命を守るた

めの行動をとる。 

 

【「特別警報」が発表されたら】 

・気象警報の場合 

住居の位置や構造、災害の状況によって「自宅外避難」の必要性は異なる。周

囲の状況に応じて冷静な判断を行う。 

「自宅外避難」が危険と判断した場合、無理に避難せず家の中のより安全な場

所にとどまる。 

避難所に避難したほうが安全と判断した場合は、すぐに避難する。 

特 

別 

警 

報 

大
雨

（土
砂
災
害
、
浸
水
害
）、
暴
風
、
暴
風
雪
、
大
雪 

授 
 

業 
 

休 
 

講

（特 

別 

警 

報 
発 
令 

時
） 

登校前発令 登校後発令 

①の「暴風警報発令時」と同様 

①気象情報や地域の実情に応じて下校す

ることもある。 

 

②安全を確認した後、下校する。 

＜確認事項＞ 

・交通、道路情報の確認 

・保護者迎えの有無 

・集団下校者の確認 

・自転車通学生の安全 

・下校途中で帰宅不能となった場合の対処

方法 

 

③安全に下校することが困難な生徒につ

いては、保護者等と連携をとり、適切な

対処をする。 

 

 

※ 学校からの情報発信は、学校ホームページへの掲載・マメールの発信等で行います。情報を

確実にキャッチして、適切な行動をとってください。 

※ 判断に困ったり、予期せぬ状況や心配事等がある場合は、学校へ電話をして指示を仰いでく

ださい。 

※ 何よりも「自身の安全」を最優先した行動をとってください。 


